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　今年度の上半期（４月１日から９月３０日）の財政状況を公表します。
　一般会計の当初予算額は４６億１,５００万円でしたが、その後の補正予算により、９月３０日現在は５０億６,７０１万円
となっております。
　なお、下表の歳入・歳出の予算額は、前年度の繰越事業分（２,７０５万円）を含んでおり、総額で５０億９,４０６万円
となっております。

平成２４年度の上半期の予算執行状況をお知らせします

一　般　会　計

特　別　会　計

（歳　入） （歳　出）

項 　 目

町 税

地方交付税

地方譲与税

各種交付金

使用料・手数料

国庫支出金

県 支 出 金

繰 越 金

諸 収 入

町 債

そ の 他

合 計

会 計 名

国民健康保険

後期高齢者医療

介 護 保 険

簡 易 水 道

浄化槽整備

項 　 目

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農林水産業費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

公 債 費

そ の 他

合 計

予算額

予算額 収入済額額 支出済額 支出執行率

１１億５,６１６万円

１億３,４５４万円

１１億９,８７５万円

１億１,２０５万円

６,９１３万円

５億２,１１３万円

５,５３０万円

５億３,９３０万円

３,１３１万円

１,４８２万円

５億０,０３２万円

３,８６９万円

５億２,２２４万円

３,０５９万円

１,２８３万円

４３.３%

２８.８%

４３.６%

２７.３%

１８.６%

９億１,７６５万円

２２億７,９６１万円

６,１８０万円

１億２,１８１万円

６,０５９万円

４億３,４８３万円

３億８,１２９万円

２,８７０万円

１億２,０３１万円

６億２,６１０万円

６,１３７万円

５０億９,４０６万円

５億１,５１６万円

１５億９,５６３万円

１,８２５万円

６,０１３万円

３,０５２万円

８,２２９万円

１,８９２万円

２,８７０万円

４,３６２万円

０万円

１,４９９万円

２４億０,８２１万円

５６.１%

７０.０%

２９.５%

４９.４%

５０.４%

１８.９%

５.０%

１００.０%

３６.３%

０.０%

２４.４%

４７.３%

収入済額 収入率 予算額

８,１２７万円

６億６,４１１万円

１０億５,２３７万円

１１億９,１１４万円

２億１,１４５万円

１億５,０５２万円

１億８,４４０万円

２億８,８０８万円

６億０,４６３万円

６億４,９９８万円

１,６１１万円

５０億９,４０６万円

４,５７１万円

２億６,４９９万円

４億９,３９５万円

４億４,４５７万円

３,５８９万円

５,７７６万円

６,５８６万円

１億０,８４６万円

２億１,０４８万円

２億９,２７２万円

１９１万円

２０億２,２３０万円

５６.２%

３９.９%

４６.９%

３７.３%

１７.０%

３８.４%

３５.７%

３７.６%

３４.８%

４５.０%

１１.９%

３９.７%

支出済額 執行率

○平成２４年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、２４年１２月３１日時点で実施します。
○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、統計
法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基礎資料として利活用されます。
○調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使用することは絶対にありませ
ん。

○調査の趣旨・必要性をご理解いただき、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答をよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先　産業振興課　商工観光係（内線３０４）

平成２４年工業統計調査を実施します平成２４年工業統計調査を実施します平成２４年工業統計調査を実施します
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平
成
２４
年
度
の
固
定
資
産
課
税

分
よ
り
、こ
れ
ま
で「
倉
庫
」と
し
て

課
税
さ
れ
て
い
た
家
屋
の
う
ち
、主

た
る
用
途
が「
冷
蔵
倉
庫
用
」の
家

屋
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
評
価
基

準
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
変
更
に
伴
い
、該
当
と
な
る

冷
蔵
倉
庫
用
建
物
を
探
し
て
い
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、左
記
の
要
件
に

該
当
す
る
建
物
を
お
持
ち
の
方
は
、

総
務
課
税
務
係
ま
で
お
知
ら
せ
願
い

ま
す
。ご
連
絡
後
、現
況
確
認
の
う

え
で
変
更
適
用
い
た
し
ま
す
。

　
適
用
後
は
評
価
額
算
出
に
お
け

る
減
価
年
数
が
短
縮
さ
れ
ま
す
。

◎
該
当
す
る
建
物
の
要
件

・
木
造
以
外
の
倉
庫
用
建
物
で
あ

る
こ
と

・
倉
庫
の
保
管
温
度
が
冷
蔵
設
備

に
よ
っ
て
常
に
摂
氏
１０
℃
以
下
に

保
た
れ
て
い
る
こ
と

・
建
物
自
体
が
冷
蔵
倉
庫（
事
務

所
な
ど
冷
蔵
倉
庫
以
外
で
使
用

し
て
い
る
部
分
が
あ
る
場
合
、床

面
積
の
５０
％
以
上
が
冷
蔵
倉
庫
）

で
あ
る
こ
と

※
常
温
の
倉
庫
内
に
プ
レ
ハ
ブ
式
冷

蔵
庫
や
業
務
用
冷
蔵
庫
等
を
設
置

し
て
い
る
場
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

「
固
定
資
産
税
」
に
つ
い
て

  
お
知
ら
せ

冷
蔵
倉
庫
用
家
屋
を

お
持
ち
の
方
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

《
家
屋
を
新
増
築
、
取
り
壊
し
た
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
》

　
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

課
税
対
象
の
状
況
を
よ
り
的
確
に
把
握
し
、
公
平
且
つ
適
正
な
課
税
を
行
う

た
め
に
、
次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
総
務
課
税
務
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◎
家
屋
を
新
増
築
又
は
取
り
壊
し
た
と
き
（
平
成
２４
年
１
月
〜
１２
月
の
間
）

◎
登
記
し
て
な
い
家
屋
の
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
た
と
き

◎
店
舗
や
事
務
所
と
し
て
使
用
し
て
い
た
家
屋
を
住
宅
用
に
変
更
し
た
場

合
、
又
は
居
住
用
と
し
て
使
用
し
て
い
た
家
屋
を
店
舗
や
事
務
所
に
変
更

し
た
と
き
（
住
宅
用
地
は
一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
税
額
の
特
例
が
あ
り

ま
す
。
）

申
請
期
限
　
平
成
２５
年
１
月
３１
日
（
木
）

《
事
業
用
の
償
却
資
産
を
お
持
ち
の
人
は
償
却
資
産
の
申
告
を
》

　
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、
地
方
税
法
第
３
８
３
条
の

規
定
に
よ
り
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
（
資
産
の
名
称
、
取
得
価
格
、
取

得
年
月
、
耐
用
年
数
な
ど
）
を
申
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
必
ず
期
限
ま
で
に
申
告
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
地
方
税
の
電
子
申
告
も
で
き
ま
す
。

＊
申
告
の
方
法

◎
前
回
に
申
告
し
た
人
↓
町
か
ら
送
付
さ
れ
る
申
告
書
に
平
成
２４
年
１
月
２

日
か
ら
平
成
２５
年
１
月
１
日
ま
で
の
増
加
・
減
少
資
産
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
（
増
減
の
な
い
人
も
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
）

◎
新
た
に
申
告
す
る
人
↓
総
務
課
税
務
係
に
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
賦
課
期
日
は
１
月
１
日
で
す
。
法
人
の
事

業
年
度
の
末
日
が
賦
課
期
日
と
異
な
る
場
合
で
、
事
業
年
度
末
以
降
賦
課
期

日
ま
で
に
資
産
の
増
加
・
減
少
の
異
動
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
資
産
に

つ
い
て
も
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
提
出
期
限
　
平
成
２５
年
１
月
３１
日
（
木
）

償
却
資
産
の
主
な
種
類

◎
構
築
物
↓
門
、
塀
、
橋
、
駐
車
場
な
ど
の
舗
装
、
広
告
設
備
、
庭
園
な
ど

◎
機
械
及
び
装
置
↓
旋
盤
、
プ
レ
ス
、
ク
レ
ー
ン
、
発
電
・
変
電
施
設
な
ど

◎
車
両
及
び
運
搬
具
↓
大
型
特
殊
自
動
車
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
、
タ
イ
ヤ

ロ
ー
ラ
ー
な
ど
の
建
設
土
木
用
車
両
、
農
耕
用
車
両
な
ど
）
、
動
力
運

搬
車
な
ど
（
小
型
特
殊
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
軽
自
動
車
税
の
対
象
に

な
り
ま
す
の
で
、
償
却
資
産
の
該
当
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
）

◎
工
具
・
器
具
・
備
品
↓
検
査
工
具
、
治
具
、
電
気
・
ガ
ス
器
具
、
理
・
美

容
器
具
、
医
療
器
具
、
冷
暖
房
用
機
器
、
パ
ソ
コ
ン
、
陳
列
ケ
ー
ス
、

事
務
機
器
、
自
動
販
売
機
、
レ
ジ
ス
タ
ー
、
公
告
看
板
な
ど

《
課
税
免
除
（
過
疎
法
）
の
確
認
と
申
請
を
》

　
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
よ
り
、
町
内
に
製
造
の
事
業
所
及
び

旅
館
業
又
は
情
報
通
信
技
術
利
用
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
（
機
械
・
装
置

並
び
に
建
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
）
を
新
設
又
は
増
設
し
た
場
合
、
左
記
条

件
が
整
え
ば
、
そ
の
固
定
資
産
税
が
３
年
間
免
除
に
な
り
ま
す
。
こ
の
免
除

を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

該
当
者
↓
青
色
申
告
を
行
っ
て
い
る
法
人
又
は
個
人

適
用
要
件
↓
新
増
設
し
た
設
備
の
取
得
価
格
の
合
計
が
、
２
　
７
０
０
万
円

を
超
え
る
場
合
（
た
だ
し
、
敷
地
に
つ
い
て
は
、
取
得
後
１
年
以
内
に
建
設

着
手
し
た
も
の
に
限
る
。
）

課
税
免
除
期
間
↓
課
税
初
年
度
か
ら
３
年
間

申
請
期
限
　
平
成
２５
年
１
月
３１
日
（
木
）
（
申
請
用
紙
は
総
務
課
税
務
係
に

あ
り
ま
す
。
）

問い合わせ先　総務課　税務係　�８２ー２１１１　内線（３３５・３３７）

,


